
新 旧 
福島県元請・下請関係適正化指導要綱 

 

第１～第４（略） 

第５ 適正な下請契約の締結等 

１～４（略） 

５ 著しく短い工期の禁止 

   元請は、その建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い

期間を工期とする下請契約を締結してはならない。 

（法第１９条の５） 

 ６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

第６ 下請代金支払等の適正化 

（１）（略）                        （法第２４条の３第３項） 

（２）～（４）（略） 

（５）（略）                （法第２４条の６第１項、第２項、第４項） 

（６）（略）                        （法第２４条の３第２項） 

（７）（略）                        （法第２４条の６第３項） 

 （８）（略）                        （法第２４条の６第３項） 

 （９）～（１０）（略） 

 

第７（略） 

第８（略）                            （法第２４条の７） 

第９ 元請の遵守事項 

１～２（略） 

 ３ 県から直接工事を請け負った元請は、当該工事における各下請の施工の分担関係を表示

した法第２４条の８第４項に規定する施工体系図（参考様式第１号）を工事関係者及び公

衆が見やすい場所に掲示するものとする。 

４ 県から直接工事を請け負った元請は、工事現場に現場代理人及び主任技術者又は監理技

術者を置き、工事現場における工事施工の技術上の総括的管理を行うものとする。この場

合、下記の点に注意すること。 

ア～イ（略） 

ウ 請負金額が３，５００万円（建築一式工事にあっては７，０００万円）以上になる場

合の主任技術者又は監理技術者は、工事現場に専任の者であること。ただし、監理技術

者にあっては、県から直接工事を請け負った元請が、監理技術者の職務を補佐する者（以

下「監理技術者補佐」という。）として、政令で定める者を当該工事現場に専任で置く

ときは、この限りでない。 

（法第２６条第３項） 

エ （略）                          （法第２６条第６項）   

オ （略） 

 ５～６（略） 

福島県元請・下請関係適正化指導要綱 

 

第１～第４（略） 
第５ 適正な下請契約の締結等 

１～４（略） 

             

                                              

                           

                                           
５ （略） 

 ６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 
第６ 下請代金支払等の適正化 

（１）（略）                        （法第２４条の３第２項） 

（２）～（４）（略） 

（５）（略）                （法第２４条の５第１項、第２項、第４項） 

（６）（略）                           （法第２４条の３） 

（７）（略）                        （法第２４条の５第３項） 

（８）（略）                        （法第２４条の５第３項） 
（９）～（１０）（略） 

 

第７（略） 

第８（略）                            （法第２４条の６） 

第９ 元請の遵守事項 

１～２（略） 

 ３ 県から直接工事を請け負った元請は、当該工事における各下請の施工の分担関係を表示

した法第２４条の７第４項に規定する施工体系図（参考様式第１号）を工事関係者及び公

衆が見やすい場所に掲示するものとする。 

４ 県から直接工事を請け負った元請は、工事現場に現場代理人及び主任技術者又は監理技

術者を置き、工事現場における工事施工の技術上の総括的管理を行うものとする。この場

合、下記の点に注意すること。 

ア～イ（略） 

ウ 請負金額が３，５００万円（建築一式工事にあっては７，０００万円）以上になる場

合の主任技術者又は監理技術者は、工事現場に専任の者であること。                                           

                                                    

                                         

                 

（法第２６条第３項） 

エ （略）                         （法第２６条第４項） 

オ （略） 

 ５～６（略） 
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新 旧 
 

第１０ 施工体制台帳の写しの提出 

１ 県から直接工事を請け負った元請は、施工体制台帳（参考様式第３号の１、２）を作成

して工事現場ごとに備え置くものとする。なお、施工体制台帳には、建設業法施行規則第

１４条の２に規定する事項に加えて、各下請の契約金額及び法定福利費を記載するととも

に、全ての下請契約に係る契約書及び下請契約時チェックリストの写し並びに作業員名簿 

                                         

                                （参考様式第４ 

号）を添付するものとする。 

２ 前項の場合において、県から直接工事を請け負った元請は、共通仕様書に規定する施工

計画書の提出と同時に、施工体制台帳及びその添付書類の写しと施工体系図を当該工事を

監督する監督員（以下「工事監督員」という。）を経由して当該工事を所管する公所の長

（本庁が契約を行い公所の長に工事監督の委任を行っていない場合には関係する予算を

主管する課長。以下「所長等」という。）に提出するものとする。 

３（略） 

４ 県から直接工事を請け負った元請は、施工体制台帳及び施工体系図の記載事項に変更が

あったときは遅滞なく第１項の施工体制台帳及び添付書類と施工体系図を修正するとと

もに、変更があった日から７日以内に、変更後の施工体制台帳及び変更部分に係る添付書

類の写しと施工体系図を工事監督員を経由して所長等に提出するものとする。 

                    （法第２４条の８、入契法第１５条） 

５（略） 

 

第１１（略） 

第１２（略） 

 １～２（略）                          （法第２４条の８） 

 

第１３～１６（略） 

附 則 

   （略） 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行し、令和３年１０月２０日以降契約を締結する

工事に適用する。 
 
様式第 1～２号（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１０ 施工体制台帳の写しの提出 

１ 県から直接工事を請け負った元請は、施工体制台帳（参考様式第３号の１、２）を作成

して工事現場ごとに備え置くものとする。なお、施工体制台帳には、建設業法施行規則第

１４条の２に規定する事項に加えて、各下請の契約金額及び法定福利費を記載するととも

に、全ての下請契約に係る契約書及び下請契約時チェックリストの写し並びに工事担当技

術者台帳（監理技術者、主任技術者（全ての下請を含む）及び元請の専門技術者（専任し

ている場合のみ）の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を記載したもの。参考様式第４

号）を添付するものとする。 

２ 前項の場合において、県から直接工事を請け負った元請は、共通仕様書に規定する施工

計画書の提出と同時に、施工体制台帳及びその添付書類の写しと     を当該工事を

監督する監督員（以下「工事監督員」という。）を経由して当該工事を所管する公所の長

（本庁が契約を行い公所の長に工事監督の委任を行っていない場合には関係する予算を

主管する課長。以下「所長等」という。）に提出するものとする。 

３（略） 

４ 県から直接工事を請け負った元請は、施工体制台帳       の記載事項に変更が

あったときは遅滞なく第１項の施工体制台帳及び添付書類      を修正するとと

もに、変更があった日から７日以内に、変更後の施工体制台帳及び変更部分に係る添付書

類の写し      を工事監督員を経由して所長等に提出するものとする。 

                    （法第２４条の７、入契法第１５条） 

５（略） 

 

第１１（略） 

第１２（略） 

 １～２（略）                          （法第２４条の７） 

 

第１３～１６（略） 

附 則 

   （略） 

                                          

         
 
様式第 1～２号（略） 
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様式第３号 

 

様式第３号 
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新 

（参考様式第１号）施工体系図 
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旧 
（参考様式第１号）施工体系図 
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新 旧 
参考様式第２号（理由書） 

 
 

 

参考様式第２号（理由書） 
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新 旧 
参考様式第３号の１（施工体制台帳） 

 

 

 

 

参考様式第３号の１（施工体制台帳） 
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新 旧 
（記入要領） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記入要領） 
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新 旧 
参考様式第３号の２（施工体制台帳） 

 
 

 

 

参考様式第３号の２（施工体制台帳） 
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新 旧 
（記入要領） 

 
 

 

 

 

 

 

（記入要領） 
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新 

参考様式第４号（作業員名簿） 
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旧 

参考様式第４号（工事担当技術者） 

 

 

 



福島県元請・下請関係適正化指導要綱  新旧対照表 

13 

新 旧 
参考様式第５号（再下請通知書） 

 
 

参考様式第５号（再下請通知書） 
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新 旧 
（記入要領） 

 

（記入要領） 
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新 旧 
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新 旧 
参考様式第６号（施工体制台帳確認事項） 

 

 

参考様式第６号（施工体制台帳確認事項） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福島県元請・下請関係適正化指導要綱  新旧対照表 

17 

新 旧 
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新 旧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


